
 

 

＜市民税・県民税の申告が必要な方と不要な方＞ 

 
 

 

 

 

 

 

スタート 
１月１日現在石巻市に住民登録がありましたか？ 

 

昨年中収入はありましたか？ 

 
 

税務署、e-Taxまたは郵送で所得税の 

確定申告を行いますか？ 

 

収入は給与でしたか？ 

 

収入は公的年金のみでしたか？ 

申告は必要ありません 
ただし、国民健康保険に加入している方、公営住宅へ

入居している方、児童扶養手当を受給している方、所得

に関する証明書が必要な方などは、収入がないという申

告が必要です。 

 

１月１日現在に住民登録していた市町村へ 

確認してください。 

 

市民税・県民税の申告は 

必要ありません 

 

申告は必要ありません 
ただし、医療費控除などの所得控除を受ける

場合は、申告をしてください。 

 

 

勤務先で年末調整が済んで

おり、その内容に変更はあ

りませんか？ 

 

給与以外に営業・農業・不動産などの所得がありますか？ 

または２か所以上から給与を受けていますか？ 

 

申告が必要です 

 

申告は必要ありません 
ただし、社会保険料控除や生命保険料控除な

どの所得控除があれば、申告をすると有利にな

る場合があります。 

 

下記の①～⑦に該当する申告を行う予定ですか？ 

 

① 初めての住宅ローン控除 

② 不動産の譲渡 

③ 株式等の譲渡所得または配当所得の申告 

④ 青色申告 

⑤ 災害による住宅や家財などの損害 

⑥ 亡くなられた方の準確定申告 

⑦ 令和４年分以前の確定申告 

税務署または e-Tax・郵送での確定申告が 

必要です 

場所：石巻税務署 

日程：２月１６日～３月１５日（土日祝日を除く） 

受付：午前９時～午後５時 

電話：０２２５－２２－４１５１ 

 

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp 
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